
　
　
　
　
　
　
　

　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
南
縁
に
広
が
る
サ
ヘ

ル
地
域
。
ア
フ
リ
カ
の
中
で
も
特
に
貧

困
が
深
刻
で
、
近
年
は
イ
ス
ラ
ム
武
装

組
織
の
勢
力
拡
大
に
よ
る
脅
威
が
高
ま

っ
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。

　
２
０
１
３
年
に
横
浜
市
で
開
催
さ
れ

た
第
５
回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
（
Ｔ
Ｉ

Ｃ
Ａ
Ｄ
Ｖ
）
で
は
、
こ
う
し
た
現
状

を
受
け
て
「
平
和
と
安
定
」
が
政
策
の

柱
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
。
国
境

を
越
え
た
テ
ロ
や
組
織
犯
罪
に
対
処
す

る
た
め
に
は
、
周
辺
国
が
協
力
し
た
地

域
横
断
的
な
取
り
組
み
が
必
要
と
な

る
。
そ
こ
で
２
０
１
４
年
、
J
I
C
A

と
国
連
ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所

（
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｉ
）
が
協
力
し
て
、
コ

ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
セ
ネ
ガ
ル
、
マ
リ
、

刑
事
司
法
の
精
鋭
が
集
結

協
力
体
制
の
構
築
へ
前
進

ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
チ
ャ
ド
、
ブ
ル
キ
ナ
フ

ァ
ソ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
コ
ン
ゴ
民
主

共
和
国
の
サ
ヘ
ル
地
域
を
中
心
と
し
た

仏
語
圏
ア
フ
リ
カ
８
カ
国
に
よ
る
刑
事

司
法
研
修
が
始
ま
っ
た
。

　「
目
的
は
、
捜
査
か
ら
公
判
ま
で
の

刑
事
司
法
を
担
う
人
材
の
育
成
で
す
。

１
回
目
と
２
回
目
の
研
修
は
日
本
で
開

催
さ
れ
、
３
回
目
か
ら
は
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
の
ア
ビ
ジ
ャ
ン
が
開
催
地
と
な

り
ま
し
た
」。
こ
う
説
明
す
る
の
は
、

14
年
か
ら
２
年
間
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー

ル
の
司
法
省
に
司
法
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
の
原
若

葉
専
門
家
だ
。
３
回
目
と
な
っ
た
今
年

の
研
修
で
は
、①
捜
査
・
訴
追
・
公
判

の
基
礎
、②
組
織
犯
罪
対
策
、③
テ
ロ
対

策
―
の
３
つ
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
各
国

の
警
察
官
や
検
察
官
、
裁
判
官
ら
約
30

人
が
参
加
し
た
。Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｉ
の
教

官
ら
に
よ
る
講
義
の
ほ
か
、
コ
ー
ト
ジ

ボ
ワ
ー
ル
の
専
門
家
が
講
師
と
し
て
登

壇
す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も

実
施
。
原
専
門
家
は
、
研
修
の
実
施
調

整
や
内
容
策
定
、
事
後
勉
強
会
の
実
施

な
ど
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
。
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　「
今
回
は
ど
の
国
も
、
参
加
者
の
う

ち
一
人
は
研
修
経
験
者
を
選
び
、
過
去

の
研
修
成
果
の
実
施
状
況
を
報
告
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
議

論
が
現
実
味
を
帯
び
、〝
も
う
学
ぶ
こ

と
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
ま
だ

議
論
す
べ
き
論
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付

い
た
〞
と
感
想
を
く
れ
た
人
も
い
た
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
に
つ
い
て

認
識
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」と
原
専
門
家
。
研
修
の
最
後
に
は
、

各
国
ご
と
に
刑
事
司
法
プ
ロ
セ
ス
の
改

善
に
向
け
た
「
行
動
計
画
」
を
策
定
し

た
ほ
か
、
司
法
分
野
で
の
国
家
間
の
協

力
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
共
同
宣
言
」

も
発
表
。
８
カ
国
間
で
の
協
力
体
制
の

構
築
に
向
け
て
、
新
し
い
一
歩
を
踏
み

出
し
た
。

　
初
の
開
催
国
と
な
っ
た
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
で
は
、
過
去
の
研
修
経
験
者
を

中
心
と
し
た
実
行
委
員
会
が
形
成
さ

れ
、
研
修
の
実
施
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
。

閉
講
式
で
は
地
域
の
服
装
文
化
に
倣
っ

て
、
各
自
が
同
じ
柄
の
布
で
服
を
仕
立

て
て
着
る
〝
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
〞
の
企
画

も
あ
り
、
参
加
者
全
体
の
連
帯
感
が
高

ま
っ
た
。

　
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
は
、
２
０
０
２

年
か
ら
約
10
年
続
い
た
内
戦
に
よ
っ
て

裁
判
所
や
刑
務
所
が
破
壊
さ
れ
、
多
く

の
法
曹
関
係
者
が
避
難
し
た
。
そ
の
結

果
、
犯
罪
者
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
く

放
置
さ
れ
、
司
法
機
関
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
は
失
墜
し
た
。
こ
う
し
た
現
状

に
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
国
を
開
催
地
に
し

た
狙
い
は
、参
加
国
の
主
体
性
を
高
め
、

現
地
に
根
差
し
た
刑
事
司
法
関
係
者
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
だ
。

　
ま
た
、
研
修
の
サ
ポ
ー
ト
に
加
え
て

原
専
門
家
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、

持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
S
D
G
s
）
に

も
掲
げ
ら
れ
た
司
法
ア
ク
セ
ス
の
改
善

だ
。
そ
の
参
考
に
す
る
た
め
、
日
本
で

行
わ
れ
た
研
修
で
は
、
市
民
向
け
の
法

的
支
援
を
行
う
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
（
法
テ
ラ
ス
）
を
視
察
し
た
。

ア
フ
リ
カ
初
司
法
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

司
法
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
す

　
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
司
法
省
で
官
房

総
務
課
長
を
務
め
る
ア
ッ
サ
ン
・
デ
ィ

ア
ネ
さ
ん
は
、
そ
の
と
き
の
様
子
を
司

法
大
臣
に
報
告
し
、
日
本
の
制
度
を
参

考
に
し
た
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
構
想
案

を
ま
と
め
た
。
現
在
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
の
設
置
・
運
営
を
中
心
に
、
電
話
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
、
市
民
に
法
や
司

法
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
仕
組
み

作
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
原
専
門
家

は
、「
日
本
の
制
度
や
考
え
方
を
押
し

付
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
経

験
を
共
有
し
、
そ
の
結
果
、
相
手
国
の

ニ
ー
ズ
と
一
致
し
た
も
の
を
進
め
て
い

く
よ
う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
」と
話
す
。

　
こ
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
計
画
は
、

２
回
目
の
研
修
以
来
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ

ー
ル
の
「
行
動
計
画
」
に
も
反
映
さ
れ

て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
地
域
の
中
で
も
先

進
的
な
取
り
組
み
で
あ
り
、
今
後
、
研

修
で
構
築
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通

じ
て
、
他
の
国
の
モ
デ
ル
に
も
な
り
得

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
研
修
は
、
再
来
年
ま
で
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
予
定
だ
。
そ
の

結
果
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
が
８
カ
国

の
刑
事
司
法
研
修
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
司
法
関
連
分

野
の
協
力
拠
点
と
し
て
も
ま
す
ま
す
発

展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ア

フ
リ
カ
の
平
和
と
安
定
に
向
け
て
、
テ

ロ
や
組
織
犯
罪
に
対
応
す
る
た
め
の
国

境
を
越
え
た
連
携
強
化
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

研修の実行委員会のメンバー。
過去に日本で研修を受けた９人
も参加した

司法省におけるJICA担当者
でもあるディアネさん

コートジボワール
Cote d'Ivoire
from

司法アドバイザーの原専門家。民刑事局のタニヨゴ・ンゴロ局長（左）とギロ・クルマ・サボレ
副局長（右）と共に、司法アクセスの改善に取り組んでいる

原専門家が作成を支援した、
犯罪被害者のための手続き用
のパンフレット

アビジャン

国
境
を
越
え
た
犯
罪
に

立
ち
向
か
う

各
地
で
テ
ロ
行
為
を
繰
り
返
す
イ
ス
ラ
ム
武
装
組
織
へ
の
対
応
は
、

ア
フ
リ
カ
の
国
々
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
だ
。

今
、
共
通
の
課
題
を
抱
え
る
国
々
が
手
を
取
り
合
い
、

各
国
の
刑
事
司
法
機
能
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

国
家
間
の
連
携
を
高
め
る
た
め
の
研
修
が
始
ま
っ
て
い
る
。

今年２月、コートジボワールで２週間にわたり開催された刑事司法研修
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